
 

 

 

 
本市は平成１５年１月１日に環境都市宣言を行い、翌年１０月に「滝川市環境基本条例（以下「条

例」という。）」が施行されました。 

  条例では第１０条において、「市は、環境の保全と創出に関する施策を計画的に推進するため、環

境基本計画を策定し、環境の保全及び創出に関する長期的な目標並びに施策の基本的な事項について

定めるものとする。」、さらに「各主体別の行動内容を示す地域行動計画を策定するものとする。」と

規定しています。 

  本計画は、それらの条項に基づき、施策の方針や方向性を明らかにした「環境基本計画」と具体的

な行動や役割分担を明らかにした「地域行動計画」で構成されています。 

 

 

 

 

 

 
   対象とする環境の範囲は、「自然環境」「生活環境」で構成される「地域環境」及び、地球温暖化問

題に代表される「地球環境」とします。 

 

    

 

 

資料５ 



 
  本計画は、計画目標を１０年後の平成２７年度（２０１５年度）に設定し、平成１８年度（２００

６年度）から平成２７年度までの計画とします。ただし、社会情勢等の変化に対応できるよう、概ね

５年で見直しを行います。 

 

 

 
  本計画は、達成すべき長期目標のもと４つの「物語」を設定し、「物語」を実現するためのシナリ

オや主体別の取り組み内容について、わかりやすく整理しています。    

 

 

 
  本計画の策定にあたっては、市民及び学識経験者で構成される滝川市環境市民委員会が素案をとり

まとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

  地球温暖化対策をはじめとする地球環境問題への対応も視野に入れ、持続可能な地域社会を目指す

もので、「資源循環の環
わ

」や市民・事業者・市が協力しあう「人々の環
わ

」など様々な環
わ

を形成してい

きます。 

 

 
  長期目標を達成するため、滝川市環境基本条例に規定された基本理念や本市の特徴、地域資源を踏

まえたうえで、以下の４つの物語を設定します。 

   

（１）資源の環
わ

 循環 物語 

  （２）創
そう

エネ・省
しよう

エネ 物語 

  （３）農
ノー

・山
ザン

・川
リバー

 物語 

  （４）人の環
わ

づくり 物語 

 

 

 
  

 一つの物語のなかで、市民・事業者・市の各主体が役割を果たし取り組みが一順すると、らせん状

に上昇し物語の実現に一歩近づきます。さらに一順するともう一歩上昇というように、単一の物語に

おいて、らせん状に上昇していく様子を「ミニスパイラル（小らせん形）」と表現します。 

 

さらに４つの「物語」それぞれが実現に近づくと全体の環境がらせん状に上昇し、長期目標に近づ

いていきます。４つの物語を結び、らせん状に上昇していく様子を「スパイラル（らせん形）」と表

現します。 

 

このように、「ミニスパイラル」が上昇するなかで、全体の大きな「スパイラル」が上昇していく

仕組みをイメージしています。 

 

また、「資源の環
わ

 循環物語」「創
そう

エネ・省
しよう

エネ物語」「農
ノー

・山
ザン

・川
リバー

物語」の各物語が進行するため

には、「人の環
わ

」を形成することが不可欠となります。つまり、物語の登場人物である市民・事業者・

市がそれぞれの役割を果たすなかで協力しあい、人々の行動の環
わ

を広げていくことができるかどうか

が物語実現の成否を握ると言えます。そのための「人の環
わ

づくり」は、各物語共通の課題であるとと

らえ、「人の環
わ

づくり物語」を３つの物語の中心に据えます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


